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※平成２５年３月３１日までに修学を開始している方も該当致しますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

【事前相談】訓練促進費の支給を受けようとする場合は、事前相談が必要です。現在修学中の方、または修学
を予定している方は、申請前にうるま市役所児童家庭課までご相談ください。

【申請期間】平成２５年４月１日（月）～４月１２日（金）
【お問い合わせ】福祉部　児童家庭課　母子係　☎０９８－９７３－４９８３

教室でずっと泣いている女の子…
いつも支援員に手を引かれる保護的な空間で、泣くことは「特別扱いされ

たくない！みんなと同じことがしたいよ！」という彼女なりのサインでした。
言葉で上手く表現できないだけで、子どもは誰でも心の声を持っています。
その子の将来（就労や地域生活）につながる、子育てと学校生活について
話します。

市民税非課税世帯
市民税課税世帯

支給額表 訓練促進費
100,000円／月
70,500円／月

50,000円
25,000円

一時金

ひとり親家庭のみなさんへ平成25年度高等技能訓練促進事業のご案内

賃金は最低賃金額以上になっていますか？
～必ずチェック最低賃金！使用者も労働者も。～

◎沖縄県地域別最低賃金時間額 653円

発達障がい児（者）の育ちを支える講演会
「障がい」よりも「やりがい」へ

子どもの心の声の聞き方・叶え方

障がいを持ちながら、生まれ育った地域で仕事や生活にやりがいを感じ
生きていく。そのことを実現していくために大切なこととは…
壮年期以降の就労と生活について話します。

おとなの心の声の聞き方・叶え方

ひとり親家庭の母及び父が、看護師や介護福祉士などの資格取得のために2年以上養成機関で修学する場
合に、修学期間中の生活の不安を解消し、安定した修学環境を提供するために、「高等技能訓練促進費」を、ま
た、卒業後に「入学支援修了一時金」を予算の範囲内で支給します。
※平成２５年４月入学生から父子家庭の父も対象となります。

【対象者】うるま市に住所を有する母子及び父子家庭の母または父で、次の要件を満たす方
・児童扶養手当を受けているか、又は同等の所得水準にある方
・養成機関において2年以上の教育課程を修学し、対象資格の取得が見込まれる方
・就業（又は育児）と修学の両立が困難と認められる方
・過去に本事業による給付を受けたことがない方

【対象資格】看護師（准看護師）・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・その他市長が認める資格
●平成２５年４月１日から修学を開始した場合
【支給対象期間】修学期間の全期間（上限２年）とする
《修学期間が３年の場合は、３年目については母子寡婦福祉貸付金の貸付支援もあります》

と　き:平成２５年３月２８日（木）
午後1時30分開場　午後2時開演

ところ：うるま市民芸術劇場　燈ホール
300名（参加費無料）

お問い合わせ：うるま市役所　障がい福祉課　支援係
TEL９７３－５４５２　FAX９７３－５１０３

◯この最低賃金は、沖縄県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者（臨時、パー
トタイマー、アルバイト等を含む）に適用されます。
〇最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は
算入されません。
〇最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。

　うるま市では、電話で市税や国民健康保険税等の未納をお知らせする「電話催告センター」を平
成２５年４月に開設予定です。同センターでは、電話案内業務（コールセンター等）の実績がある民
間業者に業務を委託し、そのノウハウを活用します。市税等の未納については、早期に納付案内す
ることで滞納の累積を防止し、収納率向上を図ります。また、特定健診対象者へ受診勧奨等を行い、健
康増進及び受診率向上を目指すなど、市民への案内等を目的とした業務も行う予定です。

【運営開始日】　平成25年4月1日
【業務内容】
・電話による納税案内
・特定健診受診等の案内業務
・その他うるま市からのお知らせ等
【運営時間】　※現在調整中
【対象者】
・固定資産税、市県民税、軽自動車税、
国民健康保険税の納付期限が過ぎても
納付確認ができない方
・特定健診受診対象者等々
【設置場所】
本庁２階納税課事務所内

電話案内員がATM機（現金自動預け払い機）
での振込などを指示することはありません。
不審と思われる電話があった場合は、納税課
までご確認をお願いします。

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定（産業別）最低賃金」があります。

［発効日］平成 24年10月25日

※振り込め詐欺にご注意下さい※

お問い合わせ：総務部納税課
電話番号 ０９８－９７３－１０９９
（電話催告センター担当）

お問い合わせ：沖縄労働局または最寄りの労働基準監督署へ
ウェブで最低賃金がチェックできます。沖縄労働局ホームページへ

◎特定（産業別）最低賃金

厚生労働省

肉製品製造業、乳
製品製造業、その
他の畜産食料品製
造業

畜産食料品製造業

時間額677円

発効日
平成24年12月9日

砂糖製造業、砂糖
精製業、ぶどう糖、
水あめ異性化糖
製造業

糖類製造業

時間額686円

発効日
平成24年12月8日

清涼飲料製造業、
清酒製造業、蒸留
酒、ビール製造業
等

清涼飲料・酒類製造業

時間額680円

発効日
平成24年12月12日

新聞業

新 聞 業

時間額759円

発効日
平成24年12月1日

百貨店、総合スー
パーその他の各種
小売業

各種商品小売業

時間額676円

発効日
平成24年12月5日

自動車（新車）小売
業

自動車（新車）小売業

時間額681円

発効日
平成24年12月2日

WEBで
チェック
しよう!

『うるま市電話催告センター』の開設を予定しています

琉球リハビリテーション学院

作業療法士 仲間 知穂 氏
なか ま ち ほ

日赤那覇市安謝福祉複合施設

作業療法士 上江洲 聖 氏
う え ず せい
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